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イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

り
災
証
明
書
の

新
規
発
行
再
開
に
つ
い
て

３
月
２
日
よ
り
、
復
興
庁
「
住

ま
い
の
復
興
給
付
金
」
申
請
等
に

必
要
と
な
る
「
り
災
証
明
書
」
の

新
規
発
行
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※ 

申
請
時
に
は
、
り
災
状
況
の
分

か
る
写
真
の
添
付
が
必
要
で
す
。

■
申
請
窓
口

　

生
活
安
全
課
（
国
分
寺
庁
舎
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

生
活
安
全
課

　

☎（
40
）５
５
５
５

新
し
い
こ
ど
も
医
療

費
受
給
資
格
者
証
を

発
送
し
ま
す

平
成
27
年
４
月
の
栃
木
県
こ
ど

も
医
療
費
助
成
制
度
の
改
正
に
伴

い
、
未
就
学
ま
で
の
お
子
様
に
新

し
い
受
給
資
格
者
証
（
以
下
「
資

格
者
証
」
と
い
う
。）
を
お
送
り

し
ま
す
。
ま
た
、
平
成
27
年
度
に

就
学
を
予
定
さ
れ
て
い
る
お
子
様

に
も
新
し
い
資
格
者
証
を
送
付
し

ま
す
。
い
ず
れ
の
資
格
者
証
も
３

月
下
旬
の
発
送
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

■ 

対
象
者
と
発
送
す
る
資
格
者
証

の
色

・
未
就
学
の
お
子
様
…
ピ
ン
ク
色

・ 

平
成
27
年
度
に
就
学
を
予
定
さ

れ
て
い
る
お
子
様
…
ベ
ー
ジ
ュ
色

※ 

平
成
26
年
度
時
点
で
小
学
生
以

上
の
お
子
様
は
、
現
在
お
持
ち

の
資
格
者
証
（
ベ
ー
ジ
ュ
色
）

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
利
用
方
法

○ 

ピ
ン
ク
色
の
資
格
者
証
の
お
子
様

県
内
の
医
療
機
関
等
を
受
診
す

る
場
合
は
、
お
子
様
の
健
康
保
険

証
と
あ
わ
せ
て
窓
口
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。
保
険
診
療
の
自
己
負

担
金
を
支
払
わ
ず
に
受
診
で
き
ま

す
。（
現
物
給
付
）

県
外
の
医
療
機
関
及
び
県
内
の

一
部
医
療
機
関
（
整
骨
院
・
接
骨

院
で
の
柔
道
整
復
関
係
等
）
を
受

診
す
る
場
合
は
、
保
険
診
療
の
自

己
負
担
金
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
、

診
療
月
の
翌
月
か
ら
１
年
以
内
に

こ
ど
も
医
療
費
助
成
申
請
書
で
市

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。（
償
還

払
い
）

○ 

ベ
ー
ジ
ュ
色
の
資
格
者
証
の
お

子
様

県
内
受
診
、
県
外
受
診
と
も
に

償
還
払
い
の
扱
い
と
な
り
ま
す
。

■
注
意
事
項

新
し
い
資
格
者
証
は
４
月
１
日

か
ら
有
効
で
す
。
３
月
中
は
現
在

お
持
ち
の
資
格
者
証
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
課

☎（
52
）1
1
1
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福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を

交
付
し
ま
す

通
院
等
で
通
常
の
交
通
機
関
を

利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
障
が
い

者
等
の
外
出
支
援
の
た
め
、
タ
ク

シ
ー
券
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

■
利
用
期
間

平
成
27
年
４
月
１
日

〜
平
成
28
年
３
月
31
日

※ 

１
年
間
利
用
で
き
る
タ
ク
シ
ー

利
用
券
を
年
１
回
交
付
し
ま
す
。

■
対
象
者

① 

１
・
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳

を
お
持
ち
の
方

② 

１
・
２
級
の
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方

③ 

療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方

■
事
業
内
容

タ
ク
シ
ー
乗
車
１
回
に
つ
き
、
利
用

券
１
枚
（
基
本
料
金
相
当
額
）
の
助
成

■
交
付
枚
数　

３
枚
／
月
（
申
請
日
が
属
す
る

月
か
ら
平
成
28
年
３
月
分
ま
で
）

※ 

１
年
間
分
を
交
付
し
ま
す
の
で
、

紛
失
等
に
は
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
再
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
申
請
・
交
付
日
・
交
付
場
所

○
３
月
23
日
〜
31
日

下
野
市
社
会
福
祉
協
議
会
国
分

寺
本
所
（
ゆ
う
ゆ
う
館
内
）・
石

橋
支
所
（
き
ら
ら
館
内
）・
南
河

内
支
所
（
ふ
れ
あ
い
館
内
）

○
４
月
１
日
以
降

　

下
野
市
社
会
福
祉
協
議
会
国
分

寺
本
所
（
ゆ
う
ゆ
う
館
内
）
の
み

※ 

社
会
福
祉
協
議
会
の
窓
口
統
廃

合
の
準
備
を
進
め
て
い
る
た
め
。

※ 

４
月
１
日
以
降
の
申
請
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
受
付
時
間

　

平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

■
持
参
す
る
も
の

印
鑑
・
障
害
者
手
帳
等
・
代
理

申
請
の
場
合
は
、
代
理
人
の
印
鑑

■
問
い
合
わ
せ
先

下
野
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎（
43
）１
２
３
６

くらしの情報

■変更内容
○現在 ○平成27年4月～

対象区分 受給資格者
証の色

助成方法

➡
対象区分 受給資格

者証の色
助成方法

県内 県外 県内 県外

３歳未満 ピンク色
現物給付

償還払い

３歳未満
ピンク色 現物給付

償還払い３歳～未就学児 オレンジ色 ３歳～未就学児

小学生～中学生 ベージュ色 償還払い 小学生～中学生 ベージュ色 償還払い
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